
相続承継について 

 

【相続承継】 

保健所の確認を受けている個人営業者の相続人がその地位を承継する場合、相続人（新たな

営業者）は相続承継届出書を保健所に提出する必要があります。 

 

※ 相続は、民法に基づき、被相続人の死亡により開始します(いわゆる生前贈与はできません）。 

 

 

 

 

 

 

【相続承継の届出】 

届出者は、営業を引き継いで新たに営業する者です。 

相続承継の届出にあたっては、次のものが必要です。 

ﾁｪｯｸ欄 必 要 書 類 等 備  考 

１ □ 相続承継届出書 【２部】 

２ □ 被相続人の死亡を証明する戸籍謄本又は除籍謄本 【原本 1部】 

３ □ 
相続人の全員を確認できる戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本 

※相続人になり得る者については次頁参照 
【原本 1部】 

４ □ 
相続人が２人以上の場合は、届出者以外の相続人全員の 

同意書（参考様式参照） 
【原本 1部】 

５ □ 

理容所又は美容所又はクリーニング所の確認済みの証※1,2 

※１ 無店舗取次店は不要 

※２ 紛失した場合は亡失申立書（参考様式））を添付 

確認済みの証は、記載

事項に変更が生じるた

め併せて書換え交付申

請が必要となります。 

 

※ 相続承継の手続きによらないで営業を引き継ぐ場合、個人営業者Ａとして廃止し、新たな

営業者（その子等Ｂ）が開設届を提出する必要があります。 

  

保健所の確認を受けている個人営業者Ａが、生前に、その子等Ｂに引き継ぐ（名義を変える）場

合は、同一の所在地の施設を利用する場合であっても営業譲渡承継届出書を提出する、またはＡ

が廃止し、Ｂが新たに開設届を提出する必要があります。 

 



【相続人とは】 

 

 

 

 

相続は被相続人の死亡によって開始します（死亡には失踪宣告や認定死亡も含まれる。）。 

◆被相続人の配偶者（存命の場合）は常に相続人となり、下記の順位で相続人となった者と同

順位で相続人となります。 

◆被相続人の血族は次の順位で相続人となります（①がいない場合は②、②がいない場合は③）。 

 ① 被相続人の子（子が死亡している場合は、孫） 

 ② 被相続人の直系尊属（父、母） 

 ③ 被相続人の兄弟姉妹 

※ 異なる順位の者は同時に相続人とはなりません。 

 

被相続人と相続人の関係の一例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の他、被相続人と血縁関係がなくても遺言により包括受遺者となった者は、相続人とみな

します。 

 

 

用語の説明 

「被相続人」：死亡により財産等を受け渡す者 

「相続人」 ：財産等を引き継いで受ける者 


